
平成 31 年第 1回定例会が 3月 4日に開会し、3月 18日までの 15 日間の開催
となりました。
開会初日には、町長・教育長より行政報告・教育行政報告及び新年度の町政執行

方針・教育行政執行方針がそれぞれ述べられました。
3月 13日から 15日には 11名の議員が 39問の一般質問を行い、最終日には各

議案の審議を行い、全て可決となりました。（新年度予算の詳細は特集 2を参照）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こんなこと決まりました

歳入歳出それぞれ18,313千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を8,774,005千円としました。
可決された主な補正予算の内容は下記のとおり。

■ 北海道新幹線建設費負担事業費 15,000千円
■ 児童福祉費負担金精算返還金 2,969千円
■ 臨時福祉給付金精算返還金 1,092千円
■ 小麦乾燥調製貯蔵施設増設費補助事業補助金

55,000千円

町議会では

平成 31 年第 1回臨時会が 2月 15日に開会し、1日間の会期で開催しました。
提案された２つの議案は議員よりそれぞれ質疑がされた後、全て原案可決とな
りました。
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第 1回
臨時会

北海道市町村総合事務組合は、共同処理する事務と
共同処理する団体が事務ごとに異なり（複合的一部事
務組合）、地方自治法上、道又は道を構成員とする一部
事務組合が加入できない。
その是正を行うため、規約の変更を行うが、現行の
北海道市町村総合事務組合規約が適法状態になく、現
行規約を廃止し、新たに規約を制定しました。

北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに
廃止についてを可決（議案第1号）

訴えの提起についてを可決（議案第 2号）

第 1回
定例会

平成30年度一般会計補正予算（第14号）を可決

町外に転出した方の町の転出処理が遅れたため、平
成28年7月分から平成29年1月分までの児童手当
を誤って支給した児童手当の返還について、訴訟（訴
訟上の和解を含む）が遂行できるよう議会の議決を求
めるものとなります。

財産処分契約の変更についてを可決

平成30年第4回臨時会で議決された町
有林更新伐・間伐に係る搬出木材売り払い
契約金額が、搬出木材を6項目追加となっ
たため、下記のとおり契約金額が変更とな
りました。

変更前 8,249,000円（見込額）
変更後 14,741,960円

倶知安町副町長定数条例の一部改正について
を可決

現行の副町長2名体制から1名体制とするために
改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行）

倶知安町手数料条例の一部改正について
を可決

平成30年度をもって倶知安町民証の交付
を終了するため、交付手数料の規定を削除及
び文言整理を行うため、改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行）

倶知安町国民健康保険税条例の一部改正に
ついてを可決

倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正に
ついてを可決

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う放
課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
の一部改正により、放課後児童支援員の資格要件に
ついて所要の改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行）

倶知安町財政健全化基金の費消についてを可決

教育委員会教育長の任命につき同意を求める
ことについてを同意

教育委員会教育長に 村井 満 氏を任命するにあたり、
む ら い みつる

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の
規定により議会の同意が求められ、同意しました。

任期 自 平成31年4月 1日
至 平成33年3月31日

※平成31年 3月 18日に提出されたため、元号は平成の表記。

自衛隊推進室を、総合政策課から総務課の所管
とするため、改正を行いました。

（公布の日から施行）

地方税法施行令の改正により、国民健康保
険税の課税限度額（基礎分）の改定等に伴い、
被保険者の受益負担の公平化を図るため所要
の改正及び文言の整備を行うため、改正を行
いました。 （平成31年 4月 1日から施行）

倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例
ちょうい

の一部改正についてを可決

災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正
に伴い、災害援護資金の貸付条件を改正及び
所要の改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行）

倶知安町水道事業の設置等に関する条例の
一部改正についてを可決

山田地区のリゾート開発等による給水の需要増に
対応するため、新規水源の整備及び既存水源の能力
増強を図ることに伴い、給水人口及び1日最大給水
量に変更が生じるため、所要の改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行） 倶知安町水道事業が施行する水道の布設工
事並びに水道の布設工事監督者及び水道技
術管理者の資格に関する条例の一部改正に
ついてを可決

学校教育法の一部改正による専門職大学制
度の創設及び技術士試験の選択科目の見直し
により、水道法施行令及び技術士法施行規則
が改正されることに伴い、布設工事監督者及
び水道技術管理者の資格区分の規定整備及び
文言整理のため、所要の改正を行いました。

（平成31年 4月 1日から施行）

公共下水道事業、除排雪業務委託事業、救急医療
等体制整備事業に充てるため、倶知安町財政健全化
基金を費消することが可決されました。

■ 費消金額 360,000千円以内

倶知安町教育振興基金の費消についてを可決

小学校教育振興備品購入事業に充てるため、倶知安
町教育振興基金を費消することが可決されました。

■ 費消金額 2,860千円以内
損害賠償の額を定めることについてを可決

平成29年9月3日に町営住宅敷地内にて、
不陸な場所に設置されていた町所有の車止が
転倒し、入居者が負傷した。
損害賠償額が確定したことに伴い、過失割合

は倶知安町が100％、相手方0％とし、倶知
安町は相手方の損害額の100％を賠償するこ
とが可決されました。

倶知安町課設置条例の一部改正についてを可決

任命同意された村井 満 氏からの挨拶
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